
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
六
十
六
号
）
新
旧
対
照
条
文 

 

○
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 
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正 
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正 
 

 

前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
） 

 

第
二
条 

法
第
二
条
第
三
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に

供
す
る
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
構
成
す
る
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別

さ
れ
る
特
定
の
個
人
の
数
（
当
該
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
全
部
又
は
一

部
が
他
人
の
作
成
に
係
る
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
編
集
し
、
又
は
加
工
す
る
こ
と
な
く
そ
の
事

業
の
用
に
供
す
る
と
き
は
、
当
該
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
全
部
又
は
一

部
を
構
成
す
る
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
の
数
を
除

く
。
）
の
合
計
が
過
去
六
月
以
内
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
五
千
を
超
え
な

い
者
と
す
る
。 

一 

個
人
情
報
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
み
が
含
ま
れ
る
も
の 

 

イ 

氏
名 

 

ロ 

住
所
又
は
居
所
（
地
図
上
又
は
電
子
計
算
機
の
映
像
面
上
に
お
い
て
住

所
又
は
居
所
の
所
在
の
場
所
を
示
す
表
示
を
含
む
。
） 

 

ハ 

電
話
番
号 

二 

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
、
か

つ
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
よ
り
随
時
に
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

又
は
で
き
た
も
の 

（
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
） 

第
二
条 

法
第
二
条
第
三
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に 

供
す
る
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
構
成
す
る
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別

さ
れ
る
特
定
の
個
人
の
数
（
当
該
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
全
部
又
は
一

部
が
他
人
の
作
成
に
係
る
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
で
個
人
情
報
と
し
て

氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
（
地
図
上
又
は
電
子
計
算
機
の
映
像
面
上
に
お

い
て
住
所
又
は
居
所
の
所
在
の
場
所
を
示
す
表
示
を
含
む
。
）
若
し
く
は
電
話

番
号
の
み
が
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
編
集
し
、
又
は
加
工
す
る
こ

と
な
く
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
と
き
は
、
当
該
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等

の
全
部
又
は
一
部
を
構
成
す
る
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個

人
の
数
を
除
く
。
）
の
合
計
が
過
去
六
月
以
内
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
五

千
を
超
え
な
い
者
と
す
る
。 

 


